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Ⅰ．はじめに
現在の周産期医療には、産科医の不足と偏在、産科
施設の減少と集約化、それに伴う産科の混合病棟化、ハ
イリスク妊産婦の増加等の課題がある 1）。とりわけ A
県は、周産期医療に携わる医療従事者不足という状況
にある。A県の平成 28年末の人口 10万人あたりの助
産師数は 22.7人（全国順位 45位）2）で、平成 8年以
降、全国順位は 45～47位を推移しており 3）、助産師
が慢性的に不足している。また、平成 26年末の人口
10万人あたりの産婦人科専門医数が 33.7人（全国平
均 39.7人）、同小児科専門医数が 64.3人（全国平均
77.0人）4）であり、産婦人科専門医および小児科専門

医も充足されていない。このような状況にある A県で
は、周産期医療の安全性と快適さの確保のために、助
産師の養成ならびに確保とともに、実践能力の向上が
喫緊の課題とされてきた。
しかしながら、A県には以下のとおり助産実践能力
を向上させ難い状況がある。A県において平成 27年
に出生した 13,950人の出生場所は、病院 5,514人
（39.5％）、診療所 8,186人（58.7％）5）であった。一
方、平成 28年末の就業助産師 410人の就業場所は、
病院 239人（58.3％）、診療所 105人（25.6％）6）で
あり、A県の出生数に対する助産師の就業場所は、病
院に大きく偏在している。この偏在化は、わが国の出
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生場所の割合が病院 53.7％、診療所 45.5％5）で、助産
師の就業場所別実人数の割合が病院 63.5％、診療所
22.2％2）であるのに比して著しい。こうした背景から、
A県の常勤助産師 1人あたりの分娩件数は、診療所が
146.1件 /人（全国平均 116.0件 /人）であるのに対し、
病院では 40.0件 /人（全国平均 33.3件 /人）7）と、診
療所が病院の 3倍以上である。この状況は、産婦人科
医師も同様である。常勤産婦人科医師 1人あたりの分
娩件数は、診療所 313.0件 /人（全国平均 232.6件 /
人）、病院 83.8件 /人（全国平均 91.4件 /人）7）であ
る。このため、診療所では産科医師ならびに助産師 1
人あたりの分娩件数の多い状況下で、分娩の安全性を
確保するには、陣痛促進や陣痛誘発等の医療介入や、
医師主導的な分娩管理が必要となり、助産師が主体的
に分娩期ケアを行うことが難しい状況があると推察さ
れる。一方、病院では助産師 1人あたりの分娩件数が
少ないことにより、妊娠、分娩、産褥および新生児期
の助産実践の機会が少ない状況があると推察される。
よって、A県の医療施設の教育担当者は、助産実践能
力の向上に難渋していると推察される。
キャリア発達において、助産師は尊敬したり憧れた
り負けたくないと思う先輩をみて、キャリアを伸ばし
ていきたいと考える 8）。それゆえ、先輩助産師が自律
して助産実践を行う役割モデルを示すことが、施設の
助産実践能力の向上につながると考える。しかしなが
ら、分娩介助経験件数が 500件以上や勤務年数が 16
年以上の助産師であっても、約 45％の人が未熟感を
もっている 9）。未熟感とは自信のなさとも考えられる
ため、後輩育成を担う助産師の中には、上述の役割を
求められてもその遂行が困難な人がいると推察される。
以上より、A県の助産師の実践能力向上における課

題と具体的な方略を検討するためには、施設の教育担
当者が認識する助産実践能力の向上につながる卒後教
育について把握することが必要である。また、自らの
助産師としての自律に対する認識を把握することによ
り、自律して助産実践を行う役割モデルの遂行におけ
る課題を検討することが必要である。
そこで、平成 24年度～同 28年度に、A県委託事業

による助産師経験年数が概ね 15年以上で、施設の助
産師教育を担う指導的立場にある助産師を対象とした
研修事業で行われた無記名自記式質問紙調査の記載内
容を分析し、指導的立場にある助産師が認識する自ら

の助産師としての自律、および施設の助産実践能力の
向上につながる卒後教育を明らかにすることとする。

Ⅱ．方　法
１．平成 24年度～同 28 年度の A県委託事業の概
要

A県は、助産実践能力向上を目的として、平成 21年
度より委託事業「院内助産所・助産師外来開設のため
の助産師等研修事業」を開始した。B大学が地域貢献
活動の一環として本事業を受託し、県内の助産師を対
象とした研修会を開催してきた。病棟看護管理者や経
験年数 20年以上の助産師の受講希望が増加したこと、
施設の助産師教育を担う助産師を対象とした研修に対
するニーズの高まりをふまえ、平成 24年度には、県
内の医療施設に勤務する経験年数概ね 5年～15年程
度の助産師（以下、中堅助産師）、ならびに経験年数概
ね 15年以上で施設の助産師教育を担う指導的立場に
ある助産師（以下、指導的立場の助産師）それぞれを
対象とした 2コース制の研修体制を組み立て、平成 28
年度までの 5年間、継続して研修会を開催してきた。
平成 24年度～同 28年度の A県委託事業の目的は、

A県内の医療施設で就労する中堅助産師および指導的
立場の助産師を対象に、卒後教育プログラムを立案、実
施、評価することにより、周産期の母子とその家族を
対象とした臨床実践能力育成を支援することであった。
平成 24年度～同 28年度の各年度において、各コース
ともに 1～3か月の期間に 3日間の研修会を開催した。

２．分析対象
指導的立場の助産師を対象とした研修会において、
研修初日ならびに研修修了日に、受講者を対象に無記
名自記式質問紙調査を行った。この調査の目的は、研
修初日が受講者の背景とレディネスの把握、研修修了
日が研修会の評価であった。また、今後の研修会の計
画策定および A県の助産師教育体制の向上に活用し得
る情報の収集も、調査の目的とした。
今回、指導的立場にある助産師が認識する自らの助
産師としての自律、および施設の助産実践能力の向上
につながる卒後教育を明らかにするために、この質問
紙調査のうち、以下の質問項目を分析対象とした。
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1）自らの助産師としての自律に対する認識

平成 24年度～同 28年度の研修初日の質問項目「自
分は自律した助産師であると思うか」を分析対象とし
た。

2）施設の助産実践能力の向上につながる卒後教育に対

する認識

平成 24年度～同 28年度の研修初日の質問項目「育
成したい助産師・助産学生」、平成 24年度～同 28年
度の研修修了日の質問項目「自施設の助産実践能力の
向上に必要な卒後教育」、および平成 26年度～同 28
年度の研修修了日の質問項目「自施設の助産実践能力
の向上における自身の役割」を分析対象とした。
育成したい助産師・助産学生とは、指導的立場の助
産師が認識する助産師育成における到達目標や重要視
している事柄と言える。よって、「育成したい助産師・
助産学生」を分析対象とした。また、「自施設の助産実
践能力の向上における自身の役割」を把握することに
より、指導的立場の助産師の卒後教育に対する認識を
より深く把握できると考え、分析対象とした。

3）回答形式

「自分は自律した助産師であると思うか」については、
「かなり思う」「思う」「どちらとも言えない」「思わな
い」「わからない」より 1つを選択する単一回答形式
と、そのように認識する理由を自由記載欄に記載する
自由記述法であった。このほかの質問項目については、
自由記述法であった。

３．分析方法
量的データについては、記述統計を用いた。自由記
載内容については、調査内容に関する記載内容を抽出
し、質的帰納的に分析し、カテゴリー化を行った。デー

タ分析の妥当性と信頼性の確保のため、複数の助産学・
母性看護学の研究者で分析を行った。

４．倫理的配慮
分析対象とした無記名自記式質問紙調査の実施にあ
たり、受講生に対し次のとおり倫理的配慮を行った。
平成 24年度～同 28年度の研修会の開始時ならびに終
了時に、受講者には、質問紙調査の目的、質問紙の回
答は自由意思であること、不参加による不利益は被ら
ないこと、結果の公表に際して個人が特定されないよ
う十分配慮することを口頭と文書にて説明した。質問
紙の回収をもって調査への同意が得られたものとした。
質問紙の回収は、研修会終了後に会場の出入り口付近
に回収箱を設置し、受講者が質問紙を回収箱に提出し
た。
また、A県には、個人や団体が特定されないことを
本委託事業の実施責任者より口頭にて説明し、研修事
業で行った無記名自記式質問紙調査の結果を研究目的
で使用する旨の承諾を得た。

Ⅲ．結　果
１．研修会の参加状況（表 1）
指導的立場の助産師を対象とした研修会の参加状況
について、平成 24年度～同 28年度の 5年間の合計を
表 1に示す。また、「自施設の助産実践能力の向上に
おける自身の役割」を調査した期間が、平成 26年度
～同 28年度であったため、この 3年間の合計も示す。
研修会の 5年間の受講者は、研修初日が 59名、研

修修了日が 58名であった。5年間の質問紙調査の回
答者は、研修初日が 56名（回答率 94.9％）、研修修了
日が 55名（回答率 94.8％）であった。

（人数） （人数） （人数） （人数）

表 1　研修会の参加状況
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２．自らの助産師としての自律に対する認識
1）自らの助産師としての自律に対する認識（表 2）

「自分は自律した助産師であると思うか」について、
最も回答者が多かったのは、「どちらとも言えない」30
名（54.5％）であった。「かなり思う」が 1名（1.8％）、

「思う」が 15名（27.3％）であり、自らを自律した助
産師として認識している助産師は、約 30％であった。
一方、「思わない」は 8名（14.5％）であった。

2）「かなり思う」「思う」と認識する理由（表 3）

「かなり思う」ならびに「思う」と回答した 16名の
うち、そのように認識する理由を記載したのは 12名
であった。以下の文中において、カテゴリーを【　】、
記載内容を「斜体」として示す。なお、記載内容は、意
味内容を損なわないよう補足した。
記載内容を分析した結果、自らを自律した助産師と
して認識する理由として、6つのカテゴリー【助産師
としての自負をもっている】【余裕をもって助産ケアを

n
n=55

表 2　自らの助産師としての自律に対する認識

表 3　自らの助産師としての自律に対する認識：「かなり思う」「思う」と認識する理由

表 4　自らの助産師としての自律に対する認識：「どちらとも言えない」と認識する理由
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実践している】【自己省察に努めている】【後輩助産師
の育成を担っている】【組織の業務改善に貢献してい
る】【医療者からの信頼を得ている】が抽出された。
【助産師としての自負をもっている】には、「他部門
で働いていても、自分は助産師であることに誇りをもっ
ている」「混合病棟で看護師も多いが、助産師としての
仕事が十分できている」等、【医療者からの信頼を得て
いる】には、「正常分娩は、医師にも信頼され任されて
いる。異常は早めに報告し、医師と協力ができている」
等があった。

3）「どちらとも言えない」と認識する理由（表 4）

「どちらとも言えない」と回答した 30名のうち、そ
のように認識する理由を記載したのは 27名であった。
分析の結果、自らを自律した助産師かどうか「どちら
とも言えない」と認識する理由として、6つのカテゴ
リー【医師の方針にもとづく助産実践を行わざるを得
ない】【助産師としてのアイデンティティが感じられな
い】【希望する助産実践を行いづらい】【助産実践のた
めの十分な時間が確保できない】【地域における助産師
の役割を十分に果たせていない】【助産実践への自信が
ゆらぐ時がある】が抽出された。
【医師の方針にもとづく助産実践を行わざるを得な
い】には、「ケアに関しては助産師として自律した行動
はとれていると思うが、分娩は医師の介入があるため、
6～7割は医師の指示となっている」等があった。
【助産師としてのアイデンティティが感じられない】
には、「混合病棟なので、助産師として働いているとい
うより、看護師として働いている感がある」等、【希望
する助産実践を行いづらい】には、「混合病棟で仕事を

しているため、自分たちのしたい助産業務がなかなか
できていない」等、【助産実践のための十分な時間が確
保できない】には、「混合病棟なので助産業務にのみ従
事することはできない」等、産科と他科の混合病棟（以
下、産科混合病棟）に起因する理由があった。

4）「思わない」と認識する理由（表 5）

「思わない」と回答した 8名のうち、そのように認
識する理由を記載したのは 7名であった。分析の結果、
自らを自律した助産師と「思わない」と認識する理由
として、5つのカテゴリー【医師の方針にもとづく助
産実践を行わざるを得ない】【助産師主体の活動が難し
い】【助産実践に専念できない】【助産実践への自信が
ゆらぐ時がある】【助産実践に周囲からの支援を要す】
が抽出された。2つのカテゴリー【医師の方針にもと
づく助産実践を行わざるを得ない】【助産実践への自信
がゆらぐ時がある】は、自らを自律した助産師かどう
か「どちらとも言えない」と認識する理由と同じカテ
ゴリーであった。
【医師の方針にもとづく助産実践を行わざるを得な
い】には、「以前は自律していると感じたが、施設に
よって判断を任される範囲が違うので、今は先生主導
的な感じを受ける」等、【助産実践に専念できない】に
は、「混合病棟で助産業務に力を入れられない自分がい
る」があった。

３．施設の助産実践能力の向上につながる卒後教
育に対する認識

1）育成したい助産師・助産学生（表 6）

記載のあった 49名の記載内容を分析した結果、13

表 5　自らの助産師としての自律に対する認識：「思わない」と認識する理由
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のカテゴリーが抽出された。
対象者に対する助産師としての態度や姿勢である、

「助産業務だけに終わらず、対象者を大切に考え、自分
なりに一生懸命考え実践できる」等の【ケアリングの
姿勢をもっている】が挙げられた。助産実践能力に関
して、【対象者の安全を担保できる】【助産技術の習得
に加え心理的支援もできる】のほか、【女性の生涯を通
して支援できる】というウィメンズヘルスケア能力を
有することが挙げられた。
助産師であることに関する【助産師としての自負を
もっている】【助産師としてのアイデンティティをもっ
ている】、助産師という仕事に関する【助産師の仕事に
やりがいをもっている】が挙げられた。
また、【助産観をもっている】【助産師として自律し
ている】【意欲的に活動する】【自らの個性を生かせる】
が挙げられた。このほか、ともに働く組織の一員とし
て、【ともに向上しあえる】【チームで協働できる】が
挙げられた。

2）自施設の助産実践能力の向上に必要な卒後教育（表

7）

記載のあった 39名の記載内容を分析した結果、9つ
のカテゴリーが抽出された。
【助産実践につながる知識・技術の習得】【他施設で
の助産実践の蓄積】【助産実践の振り返り】【知識・技
術の伝達・共有】という知識や技術の習得につながる
教育が挙げられた。【助産実践につながる知識・技術の
習得】には、「乳房ケアの実際、授乳介助法」等の具体
的な学習テーマのほか、「妊婦健康診査、保健指導など
の基本的な知識や技術を身に付けられるような研修」
等があった。また、【他施設での助産実践の蓄積】には、
「出向制度で分娩件数をのばし、色々な経験をする」「分
娩件数が少ないため、出向制度も大切」等、助産師出
向システムの活用があった。
また、【モチベーションの維持・向上】【理想とする
助産師像の探求の機会】という仕事意欲の向上につな
がる教育が挙げられた。【モチベーションの維持・向

表 6　育成したい助産師・助産学生



－ 63 －

上】には、「経験年数に応じた助産師としてのやりがい
を自覚してもらえるような働きかけ」等があった。
さらに、【指導者と後輩の認識が一致する教育】【段
階に応じた教育】という教育のあり方が挙げられた。
【段階に応じた教育】には、「1年目、2年目、3年目と
それぞれ年数に応じた教育」等があった。このほか、
【院外研修への参加】が挙げられた。

3）自施設の助産実践能力の向上における自身の役割

（表 8）

記載のあった 19名の記載内容を分析した結果、8つ
のカテゴリーが抽出された。
施設の助産師教育における役割である【後輩助産師
の育成】【指導的役割を担える助産師の育成】が挙げら
れた。【後輩助産師の育成】には、「人材育成すること
と、混合病棟でどうやって行うかを考える」という産

表７　自施設の助産実践能力の向上に必要な卒後教育

表 8　自施設の助産実践能力の向上における自身の役割
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科混合病棟における助産師育成の検討があった。
さらに、【スタッフのモチベーションの維持・向上】

【助産師としての役割モデル】【実践的な指導】【助産師
としての経験の伝達】という助産師育成における役割
が挙げられた。【スタッフのモチベーションの維持・向
上】には、「他科が多く入り、助産師としてすぐ働くこ
とができない職場だと思うので、意識が下がらないよ
うフォローしていきたい」という産科混合病棟におけ
るモチベーションの維持向上があった。【助産師として
の役割モデル】には、「やりがいをもち、楽しそうに働
く姿を見せていく」等があった。
このほか、【助産師を育成しやすい組織づくり】【研
修を受講しやすい環境づくり】という組織に対する働
きかけが挙げられた。

Ⅳ．考　察
１．自らの助産師としての自律に対する認識
先行研究では、自らを自律した助産師として認識し
ている人の割合は、明らかにされていない。本研究で
は、自らを自律した助産師として認識している指導的
立場の助産師は、約 30％であると示された。施設の助
産実践能力の向上のためには、指導的立場の助産師が
自律した助産師としての役割モデルを示すことが必要
である。そこで、指導的立場の助産師が、自らを自律
した助産師として認識するようになるための課題につ
いて、「自分は自律した助産師であると思うか」の回答
理由から考察する。
「かなり思う」「思う」と認識する理由、ならびに「ど
ちらとも言えない」「思わない」と認識する理由を見比
べると、共通する事柄として助産実践能力への自信と
産科医師との関係性があった。「かなり思う」「思う」
には、【余裕をもって助産ケアを実践している】という
助産実践能力への自信をもっていること、【医療者から
の信頼を得ている】を構成する「正常分娩は、医師に
も信頼され任されている。異常は早めに報告し、医師
と協力ができている」という医師との連携・協働がで
きていることがあった。一方、「どちらとも言えない」
「思わない」には、【助産実践への自信がゆらぐ時があ
る】といった助産実践能力への自信のなさ、【医師の方
針にもとづく助産実践を行わざるを得ない】という産
科医師の指示や管理のもと、主体的に助産実践を行い
づらい状況、つまり産科医師との連携・協働が十分で

ない状況があった。したがって、助産実践能力の向上、
および産科医師との連携・協働の強化が、自らを自律
した助産師として認識するようになるための課題であ
ると考える。
さらに、「どちらとも言えない」「思わない」には、

【助産師としてのアイデンティティが感じられない】【希
望する助産実践を行いづらい】【助産実践のための十分
な時間が確保できない】といった助産師としての専門
性を発揮しづらい状況があった。助産師の専門性を発
揮する実践である分娩介助の経験件数は、助産師の専
門性への自負と正の関連がある 10）。したがって、「か
なり思う」「思う」の理由である【助産師としての自負
をもっている】は、専門性の発揮と関係があると考え
る。また、A県の病院には助産実践の機会が少ない状
況があると推察されることから、助産師としての専門
性の発揮も課題であると考える。ここでは、以上の 3
つの課題のうち、産科医師との連携・協働の強化、お
よび助産師としての専門性の発揮について考察する。
なお、助産実践能力の向上については後述する。
最初に、産科医師との連携・協働の強化についてで
ある。助産師の自律性の構成概念のひとつである医師
との連携・協働 11, 12）を強化していくことにより、助産
師としての自律性が向上し、自らを自律した助産師と
して認識することにつながると考える。産科医師が助
産師と協働するうえで重要視する能力は、判断能力、助
産技術、対象者とのコミュニケーション能力である 13）。
また、分娩介助の経験件数が多い、助産実践能力が高
い助産師の方が、産科医師との協働性が高い 14）。よっ
て、産科医師との連携・協働の強化のためには、分娩
介助の経験を重ねつつ、助産技術と臨床判断能力を高
め、助産実践能力を向上させることが必要である。
次に、助産師としての専門性の発揮についてである。

「どちらとも言えない」「思わない」と回答した理由【助
産師としてのアイデンティティが感じられない】【希望
する助産実践を行いづらい】【助産実践のための十分な
時間が確保できない】【助産実践に専念できない】の記
載内容から、産科混合病棟であるがゆえに助産業務に
専念できない、助産ケアを行う機会が少ない等、助産
師としての専門性を発揮しづらい状況があると推察さ
れる。こうした状況は、産科混合病棟では、「正常」と
判断された妊産褥婦、新生児の観察やケアの優先順位
が低くなるという指摘 15）と同様である。したがって、
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助産実践の機会を得ながら、専門性を発揮して活動す
ることが必要である。具体的には、助産師が助産業務
に専念したり、十分な時間を確保したりすることので
きる勤務体制を作ること、さらに、助産師が主体的に
助産実践を行うことのできる院内助産システム 16）の構
築が必要である。また、産科混合病棟では、助産師の
コア・コンピテンシー17）の 4つの能力のひとつである
ウィメンズヘルスケア能力にあたる、婦人科疾患を有
する患者への支援が行われる。よって、指導的立場の
助産師は、マタニティケア能力だけでなく、ウィメン
ズヘルスケア能力の向上にも関心を寄せ、専門性を発
揮することが必要である。

２．施設の助産実践能力の向上につながる卒後教
育に対する認識

1）育成したい助産師・助産学生

「育成したい助産師・助産学生」をもとに、助産師育
成における到達目標や重要視する事柄に対する指導的
立場の助産師の認識について考察する。
助産師が対象者の生命や尊厳を尊重した助産実践を
行うために不可欠な 18）【ケアリングの姿勢をもってい
る】、【女性の生涯を通して支援できる】というウィメ
ンズヘルスケア能力を有すること、および【助産師と
して自律している】は、倫理的感応力、マタニティケ
ア能力、ウィメンズヘルスケア能力および専門的自律
能力という 4つの要素から構成される助産師のコア・
コンピテンシー17）に含まれている。したがって、指導
的立場の助産師は、助産師に求められる必須の実践能
力を、到達目標として認識していると考えられる。
また、指導的立場の助産師は、【助産師としての自負
をもっている】【助産師としてのアイデンティティを
もっている】【助産師の仕事にやりがいをもっている】
【助産観をもっている】【意欲的に活動する】という助
産師としての姿勢や仕事意欲をもつこと、さらに、【と
もに向上しあえる】【チームで協働できる】というメン
バーシップの発揮を重要視していると考える。

2）自施設の助産実践能力の向上に必要な卒後教育

【助産実践につながる知識・技術の習得】【他施設で
の助産実践の蓄積】【助産実践の振り返り】といった知
識や技術の習得につながる教育が挙げられた。とりわ
け、助産実践の経験の蓄積に難渋していると推察され

る病院勤務の助産師には、【他施設での助産実践の蓄
積】のように、助産師出向支援導入事業の活用により、
助産実践の経験の蓄積が必要であると考える。この事
業は、助産師の出向・受入れを実施し、地域における
助産師の偏在是正、助産実践能力の強化支援、助産学
生の実習施設の確保等を図ることを目的として、厚生
労働省が平成 27年度より開始した事業である 19）。ま
た、助産実践の機会が少ないからこそ【助産実践の振
り返り】により、実践から学びを得ることが必要であ
る。看護におけるリフレクションとは、看護実践の中
で不快な感情や違和感をきっかけに始まる経験の振り
返りによって、看護実践能力を高めていく思考様式で
ある 20）。よって、指導的立場の助産師は、こうした実
践能力向上につながる【助産実践の振り返り】を支援
することが必要である。さらに、【モチベーションの維
持・向上】【理想とする助産師像の探求の機会】という
仕事意欲の向上につながる教育は、知識や技術の習得
につながる教育の効果を高めるうえで重要である。
このほか、【指導者と後輩の認識が一致する教育】【段
階に応じた教育】という教育のあり方が挙げられた。助
産実践能力習熟段階レベルⅢ認証制度 21）が開始され、
【段階に応じた教育】の必要性が高まっている。医療施
設における助産師の卒後教育計画は、産科病棟の教育
担当の助産師が策定する施設が多く、江藤は、施設に
おける助産師のための系統的な教育計画は、明確な基
準にもとづいて作成されていないと指摘している 1）。ま
た、医療施設の看護職の教育プログラムの企画運営を
行う責任者の 70％以上、および新卒者や学生の教育指
導で中心的な役割を担う看護職の約 80％が、看護教育
制度の構造や教育体制の整備を学習する最も効果的な
方法は、専門家から学ぶと考えている 22）。よって、専
門的知識を有する教育機関と連携することが、効果的
な卒後教育体制の構築につながると考える。
助産師は看護師に比べて職場における研修プログラ
ムがある人の割合が有意に低い 23）ことから、【院外研
修への参加】のように院外研修を活用することにより、
幅広い卒後教育が展開できると考えられる。一方、卒
後教育における問題や課題として、卒後教育施設が遠
い、受講料が自己負担 24）、院外研修の活用が不十分 25）

等が示されている。そのため、研修を受講しやすい体
制づくりを検討することが必要である。
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3）自施設の助産実践能力の向上における自身の役割

【後輩助産師の育成】【指導的役割を担える助産師の
育成】【助産師としての役割モデル】は、助産師のキャ
リアパス 26）に示されている経験年数およそ 16年以上
の助産師に求められる役割、「後輩の育成」「役割モデ
ルとなる」と同様であった。とりわけ、新人や後輩、学
生の指導を担う助産師の育成は、指導的立場の助産師
ならではの役割であると考える。それゆえ、【指導的役
割を担える助産師の育成】は、指導的立場だからこそ
挙げられた役割であると言える。以上より、指導的立
場の助産師は、自らに求められる役割を認識している
と考える。
また、【助産師を育成しやすい組織づくり】【研修を
受講しやすい環境づくり】という組織に対する働きか
けが挙げられた。新人看護師教育担当者は、役割遂行
にあたり、チームで教育することの困難さを抱えてお
り、チームで話し合うという支援を希望している 27）。
このため、指導的立場の助産師が、病棟看護管理者や
スタッフと連携しながら、【助産師を育成しやすい組織
づくり】を行うことが必要と考える。【研修を受講しや
すい環境づくり】は、上述の院外研修の活用において
求められる役割である。【スタッフのモチベーションの
維持・向上】は、自施設の助産実践能力の向上に必要
な卒後教育においても挙げられた。【実践的な指導】【助
産師としての経験の伝達】は、助産実践の機会が少な
いと推察される産科混合病棟において、とりわけ重要
であると考える。

Ⅴ．本研究の限界と今後の課題
本研究では、A県委託事業による研修会の受講者を
対象とした無記名自記式質問紙調査を分析対象とした。
そのため、研修会の講義内容やグループワークでの話
し合いの内容が、質問紙調査の記載内容に反映されて
いる可能性は否めない。また、複数年度にわたり研修
会を受講した指導的立場の助産師がいたことから、デー
タに偏りがあることが考えられる。さらに、無記名自
記式質問紙調査の自由記載内容が分析対象であったた
め、指導的立場の助産師の詳細な考えや思いが十分に
反映されていない可能性が考えられる。
今後の課題は、指導的立場の助産師と産科医師との
連携・協働の強化、および助産師としての専門性の発
揮にむけた具体的な取り組みを検討するために、これ

らにおける課題を明らかにすることである。

Ⅵ．結　論
「自分は自律した助産師であると思うか」について、
「かなり思う」が 1名（1.8％）、「思う」が 15名（27.3％）
であり、自らを自律した助産師として認識している助
産師は、約 30％であった。一方、「どちらとも言えな
い」は 30名（54.5％）、「思わない」は 8名（14.5％）
であった。「かなり思う」「思う」と認識する理由とし
て、【助産師としての自負をもっている】【医療者から
の信頼を得ている】等の 6つのカテゴリー、「どちら
とも言えない」と認識する理由として、【医師の方針に
もとづく助産実践を行わざるを得ない】【希望する助産
実践を行いづらい】等の 6つのカテゴリー、「思わな
い」と認識する理由として、【医師の方針にもとづく助
産実践を行わざるを得ない】【助産実践に周囲からの支
援を要す】等の 5つのカテゴリーが抽出された。
育成したい助産師・助産学生として、【ケアリングの
姿勢をもっている】【助産師の仕事にやりがいをもって
いる】等の 13のカテゴリー、自施設の助産実践能力
の向上に必要な卒後教育として、【助産実践につながる
知識・技術の習得】【モチベーションの維持・向上】【段
階に応じた教育】等の 9つのカテゴリー、自施設の助
産実践能力の向上における自身の役割として、【指導的
役割を担える助産師の育成】【助産師としての役割モデ
ル】等の 8つのカテゴリーが抽出された。
指導的立場の助産師が自らを自律した助産師として
認識するようになるための課題は、産科医師との連携・
協働の強化、助産師としての専門性の発揮、および助
産実践能力の向上であると考える。また、助産実践能
力の向上につながる卒後教育として、知識や技術の習
得につながる教育、および仕事意欲の向上につながる
教育が必要であると考える。
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